
特定非営利活動法人

日本ボランティアコーディネーター協会 役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 (以下

「この法人」という)定款第 17条にもとづき、役員の報酬の支給基準について定

めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条  この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費弁償をすることができる。

(改廃)

第 3条 この規程の変更および改廃は、理事会の決議により行 う。

附則

この規程は、 2014年 7月 10日 から施行する。



賃 金 規 程  (改訂 )

第 1章 総   則

(目 的)

第 1条
2

(嘱託職員 )

(区分)

第 2条 賃金の区分を次のとお りとする。

(1)基準賃金

イ.年齢給

口.職能給
ハ.調整手当

二.通勤手当

ホ.役付手当
へ.講師派遣手当

卜.住宅手当

(2)基準外賃金

イ.時間外勤務手当

口.休 日勤務手当

(支給の方法)

第 3条 賃金は全額を本人に対して、直接、通貨で支給する。

ただし、社会保険料、所得税、その他法令で定められたものについては、これを控除す
る。

(計算期間および支給期日)

第 4条 基準賃金は、当月の 1日 から月末までを 1カ 月分として計算 し、当月 25日 に支給す
る。

2.基準外賃金は、前月 11日 から当月 10日 までを 1カ 月分として計算 し、当月 25日
に支給する。

(支給日の繰 り上げ)

第 5条 支給 日が協会または取引金融機関の休 日に当たる場合には、前日に繰 り上げて支給す
る。

(計算の特例)

第 6条 月の途中で採用され、または退職した場合は、その月に限つて日割計算によつて支給
する。

ただし、賃金の全部または一部を受給中のものが在職中に死亡した場合には、当月末
までの賃金を支給する。

(賃金の変更)

第 7条 賃金の変更は、原則として発令の日から実施する。

第 2章 基 準 賃 金

年齢給は、年度始めの満年齢によって決定する。 (別表 1)

年度途中に採用された者については、当年度始めの満年齢によつて決定する。

この規程は職員の賃金に関する事項を定める。

次の者については別に定める。

1)あ らかじめ期間を定めて臨時に使用される者

2)日 々雇い入れられる者

3)その他常勤しない者

給
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２

喘

８

＜

第
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(職能給)

第 9条 職能給は、職務評価に応じ、別に定める標準によって決定する。 (別表2)

2.新規学卒者の初任職能給は、別に定める標準によって決定する。 (別表 3)

3.学校卒業後 1年以上を経過して採用された者については、本人の経歴について別に定
める標準によって経験年数換算を行ない、新規学卒採用後同期間在職し、毎年普通評
価を得た場合の標準的な職位職階に決定する。 (別表 4)

4.事務局長の職能給は、職務評価に応じ、代表理事が定める。

(賃金の昇給)

第 10条 賃金の昇給詮議は、原則として毎年、次年度の予算編成期に行う。

(調整手当)

第 11条 調整手当は必要に応じて支給する。

2.調整手当は、賞与、退職手当の基準とはしない。

(通勤手当)

第 12条 協会事務所より2キ ロ以上の地点に居住する職員が交通機関を利用する場合には、も
っとも割安な経路の 6ヵ 月通勤定期券の実費を支給する。

ただしこの場合、その最高限度額は lヶ 月 3万円とし、 3万円を越える場合は、超過
分についてその半額を支給する。

(役付手当)

第 13条 役付手当は、管理監督の地位にある者に支給する。金額は別に定める。 (別表 5)

(講師派遣手当)

第 14条 講師派遣手当は、事務局職員を研修講師として協会から派遣する場合に支給する。金

額は別に定める。 (別表 6)

(住宅手当)

第 15条 住宅手当は、住民票の世帯主あるいは主たる生計者に対 し支給する。金額は別に定め
る。 (別表 7)

第3章 基準外賃金

(時間外勤務手当)

第 16条 所定の時間を超えて勤務した場合には、実働 1時間について次のとおり時間外勤務手
当を支給する。

ただし1カ月の時間外勤務手当は、30時間を限度として支給する。

1. 25

(年齢給+職能給)×
174

2.時間外手当を支給する労働時間は、所定の勤務時間の前後 15分を経た時刻から15
分以上勤務した場合に15分単位で計算し、月締め時に四捨五入する

3.管理監督の地位にある者には、時間外勤務手当を支給しない。

(休 日勤務手当)

第 17条 休 日に出勤を命ぜ られて勤務 した場合には、実働 1時間について次のとお り休 日勤務

手当を支給す る。

1. 35
(年齢給 +職能給)×

174
2.受給者は、所定の休 日勤務簿に記載 して請求す る。

3.管理監督の地位にある者には、休日勤務手当を支給しない。
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第4章 不就業に対する賃金の取り扱い

(休暇の場合)

第 18条 休暇の場合の賃金は、次のとおりとする。
1.年次有給体暇については基準賃金を全額支給する。
2.特別休暇については、就業規則第 21条に応じて、次のとおり定める。
イ.結婚体暇、忌引休暇の期間  基準賃金全額を支給する。
口.その他の特別休暇の期間  そのつど定める。

(傷病事故欠勤の場合)

第 19条 業務外の傷病・事故による傷病事故欠勤が 1カ月以上にわたる場合の賃金は、支給し
ない。
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【別表 1】 年齢給表
2002年 4月 14日 =,人ヒ

年齢 年齢給 ピッチ

18 42,000

19 44,200 2,200

20 46,400 2,200

21 48,600 2,200

22 50,800 2,200

23 52,800 2,000

24 54,800 2,000

25 56,700 1,900

26 58,600 1,900

27 60,400 1,800

28 62,200 1,800

29 63,900 1,700

30 65,600 1,700

31 67,200 1,600

32 68,800 1,600

33 70,300 1,500

34 71,800 1,500

35 73,300 1,500

36 73,300 ｎ
υ

37 73,300 ｎ
）

38 73,300 ｎ

）

39 73,300 ｎ

）

40 73,300 ｎ

）

以後、73,300 ｎ

）



【別表2】 一般職職能給表
2018年 1月 1日

一般 職
1言悸 103,000
2号俸 104,000 1,000
3号俸 105,000 1,000
4号俸 106,000 1,000
5号俸 107,000 1,000
6号悸 108,000 1,000
7号俸 109,000 1,000
8号俸 110,000 1,000
9号俸 111,000 1,000
10号俸 112,000 1,000
11言悸 l13,000 1,000
12号‐

4季 114,000 1,000
13号俸 115,000 1,000
14号俸 116,000 1,000
15号俸 117,000 1,000
16号俸 118,000 1,000
17号俸 119,000 1,000
18号俸 120,000 1,000
19号俸 121,000 1,000
20号俸 122,000 1,000
21号俸 122,900 900
22‐え11季 123,800 900
23号‐

4季 124,r00 900
24号俸 125,600 900
25号俸 126,500 900
26号‐

俸 127,400 900
27‐たデイ奉 128,300 900
28号俸 129,200 900
29号俸 130,100 900
30-号・イ季 131,000 900
31号俸 131,900 900
32-号

‐
イ奉 132,800 900

33号俸 133,700 900
34号俸 134,600 900
35‐号

`黍

135,400 800
36号俸 136,200 800
37「号俸 137,000 800
38‐号

‐′俸 137,800 800
39号俸 138,600 800
40‐号・4季 139,400 800
41号俸 140,200 800
421ナ PF 141,000 800
43‐号名置 141,800 800
44号・4季 142,600 800
45‐号俸 143,400 800
46号・4奉 144,100 700
47号俸 144,800 700
48=号

‐
4黍 145,500 700

491ナイ奉 146,200 700
50=号

‐
イ奉 146,900 700

51号俸 147,600 700
52‐号イ黍 148,300 700
53=号

‐
イ奉 149,000 700

54‐号
‐
ヤF 149,700 700

55号俸 150,400 700
56-号

‐
俸 151,100 700

57‐号|「 151,800 700
58‐号

`季

152,500 700
591号

‐
4季 153,200 700

60「号
‐
4季 153,900 700



【別表2-2】 管理職職能給表
2018 1月 1日 ‐

川
=

事務局長
1号俸 266,000

2号俸 270,000 4,000

3号俸 274,000 4,000

4号俸 278,000 4,000

5号俸 282,000 4,000

6号俸 286,000 4,000

7号俸 290,000 4,000

8号俸 294,000 4,000

9号俸 298,000 4,000

10号俸 302,000 4,000

11号俸 306,000 4,000

12号俸 309,500 3,500

13号俸 313,000 3,500

14号俸 316,500 3,500

15号俸 320,000 3,500

16号俸 323,500 3,500

17号俸 326,500 3,000

18号俸 329,500 3,000

19号俸 332,500 3,000

20号俸 335,500 3,000



【別表 3】 初任職能給

(2002年 4月 14日 制定)

【別表41経験年数換算表

(2002年 4月 14日 制定)

【別表 5】 役付手当

(2007年 1月 1日 制定)

役職 月額

事務局長 30,000

【別表 6】 講師派遣手当

(2007年 1月 1日 制定)

1回 5,000

【別表 7】 住宅手当

(2011年 1月 1日 制定)

月額 10,000

最終学歴 初任職能給

大学卒 124,700(一般職23号俸 )

短期大学卒 114,000(一般職12号俸 )

高等学校卒 103,000(一般職 1号俸 )

経験の種類 換算率

・直接関係があると認められるもの 10割
・職務の種類が類似 しているもの 8割

・その他のもの 5割

・無職 3割
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法人名
特定非営利活動法人

日本ボランティアコーディネーター協会
事 業 年 度

平成 31年 1月 1日

～令和元年 12月 31日

書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費

準会員受取会費

賛助会員 (個人)受取会費

賛助会員 (団体)受取会費

受取寄付金 (一般 )

3, 200, 000円

75,000円

207,000円

80,000円

710,285円

受取寄付金 (指定 )

受取助成金

全国VCO研 究集会事業収益

研修・講師派遣事業収益

検定システム事業収益

104, 000円

1, 675, 000円

3,514,000円

9, 907, 950円

8,885,128円

出版事業収益

受取利息

雑収益

1,638,064円

445円

3,665円

ロ̂ 計 30, 000, 537円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

′■
=

|ロ 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

〈
口 計 円

(3)その他

な し

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

グッドプラクティス事例集VOL.1(書 籍 ) 864円 会員へは、会員価格 (777円 )で販売

ボランティアコーディネーター基本指針 (書籍) 540円 会員へは、会員価格 (500円 )で販売

生活支援コーディネーター活動ハンドブック 648円 会員へは、会員価格 (583円 )で販売

グッドプラクティス事例集VOL.2(書 籍) 864円 会員へは、会員価格 (777円 )で販売

グッドプラクティス事例集VOL.1(書 籍) 880円 会員へは、会員価格 (792円 )で販売

ボランティアコーディネーター基本指針 (書籍) 550円 会員へは、会員価格 (495円 )で販売

生活支援コーディネーター活動ハン ドブック 660円 会員へは、会員価格 (594円 )で販売

グッドプラクティス事例集VOL.2(書 籍) 880円 会員へは、会員価格 (792円 )で販売

円

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料  金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

全国ボランティアコーディネーター研究集会参加費

(一般・賛助会員)

12,000円 「WEB早割」は 1,000円 引き

全国ボランティアコーディネーター研究集会参加費

(正・準会員)

10,000F[] 「WEB早割」は 1,000円 引き

研修 。講師派遣事業 :ボランティアコーディネーター

基礎研修
5,400円 正・準会員は 5,000円 に割引

研修・講師派遣事業 :ボ ランティアコーディネーター

実務研修
5,500円 正・準会員は 5,000円 に割引

研修・講師派遣事業 :講師派遣謝金

※9月 まで

54,000円

※10月 から

55,000円

原則、90分単位で算出

検定システム事業 :ボランティアコーディネーション

カ検定 3級
11,700円

直前研修・公式テキス ト・検定試験

料のセット料金。

正会員は 10,000円 に割引

検定システム事業 :ボランティアコーディネーション

カ検定 3級共催検定
200,000円 共催団体の検定プログラム使用料。

検定システム事業 :ボランティアコーディネーション

カ検定 2級
21,500円

直前研修・検定試験料のセット料金。

会員は 18,000円 に割引

検定システム事業 :ボランティアコーディネーション

カ検定 1級
53,000円

直前研修・検定試験料のセット料金。

会員は 48,000円 に割引





ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月 日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 10,666,171円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

令和元年

10月 4日

令和元年
10月 4日

令和元年

10月 4日

令和元年

10月 4日

令和元年

10月 4日

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランテイアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

令和元年
11月 6日

令和元年

11月 6日

令和元年

11月 6日

令和元年

11月 6日

令和元年

11月 6日

令和元年

11月 6日

令和元年

11月 6日

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランテイアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランテイアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助
ボランテイアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

ボランティアコーデ

ィネーションカ 2級

検定直前研修費補助

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

〈
ロ 計 120,000円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送
金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日]

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円



役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 と

の

関係

住所又は所在地 役務の提供
年月日

対価の額 役務提供の内容

H31.1.17 116,200円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.1.18 70,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.1.23 14,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.1.26 75,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.9 50,400円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.9 24,969円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.12 10,500円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.15 20,923円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.15 28,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.22 37,800円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.22 21,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.24 60,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.2.28 75,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.2 22,274円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 6,682円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 6,682円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 33,411円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 22,274円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 33,411円
全国ボランティアコーデ ィネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 22,274円
全国ボランティアコーテ ィネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.2 22,274円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 22,274円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 22,274円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 6,682円
全国ボランテ ィアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 6,682円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 6,682円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 22,274円
全国ボランティアコーデ ィネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.3 6,682円
全国ボランティアコーディネー

ター研究集会 :講師謝金

H31.3.8 76,062円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.9 17,976円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.11 65,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.12 21,630円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.15 32,400円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.16 22,680円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.3.18 50,400円 研修講師派遣事業 1講師謝金

H31.3.19 43,200円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.4.25 14,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

H31.4.26 12,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.5.14 43,200円 研修講師派遣事業 :講師謝金

1/3



ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等

法人 と
の

関係

住所又は所在地
役務の提供

年月日
対価の額 役務提供の内容

Rl.5.15 12,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.6.5 32,256円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.6.11 75,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.6.17 42,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.6.20 37,464円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.6.29 16,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 19,050円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 5,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 6,950円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 25,050円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 9,650円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 5,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 6,950円 検定事業 :講師謝金

Rl.6.29 45,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.3 37,800円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.7.13 71,560円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.13 45,920円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.13 8,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.13 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.13 8,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.13 17,560円 検定事業 :講師謝金

Rl.7.24 10,500円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.7.29 118,611円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.7.31 22,680円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.7.31 50,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.8.3 80,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.8.20 45,234円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.8.24 29,484円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.9.7 28,340円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 24,340円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 12,500円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 11,340円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.9.7 22,740円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.7 22,340円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.14 10,000円 検定事業 :講師謝金

2/3



ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 と

の

関係
住所又は所在地 役務の提供

年月日
対価の額 役務提供の内容

Rl.9.14 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.14 13,750円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.14 55,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.14 58,750円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.14 45,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.9.25 48,300円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.9.29 70,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.10.5 30,540円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 12,240円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 10,640円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 24,880円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 32,880円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.5 24,540円 検定事業 :講師謝金

Rl.10.29 35,648円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.10.31 77,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.11.8 22,000円 研修講師派遣事業 1講師謝金

Rl.11.9 120,701円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.11.12 55,000円 研修講師派遣事業 1講師謝金

Rl.11.16 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.11.16 27,216円 研修講師派遣事業 1講師謝金

Rl.11.16 7,600円 検定事業 :講師謝金

Rl.11.16 34,500円 検定事業 :講師謝金

Rl.11.16 36,100円 検定事業 :講師謝金

Rl.11.16 45,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.11.17 21,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.12.1 60,000円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.12.4 37,800円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.12.8 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 45,937円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.12.8 36,050円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 18,600円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 4,250円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 10,000円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 27,550円 検定事業 :講師謝金

Rl.12.8 16,500円 研修講師派遣事業 :講師謝金

Rl.12.17 61,600円 研修講師派遣事業 :講師謝金
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法人名 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割
△

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④

平成30年 1月 1日 ～

平成 31年 12月 31日 17人 0人 % 3人 17. 6%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③吸訳〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333¨ ・96 ‐‐ 33. 396

ロ

各社員の表決権が平等である ① ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意:中0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書驀Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0該 当する項目を0で囲みヽ 監査証閉書又は第3表付表2「脚 卸 状況」を添付してくださしヽ

項
日

［ ◎ ⑥ ◎ ③ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

は い

)

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類婦 付け、取引の設 び限簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

)

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有

有・無
有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

(注意1事⊃

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費〕塗を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 日 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 C又は鋼 」):第(D条に正会員の

'そ

:決:権 (又 |』

=義

決

構)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

.,\0)+)ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「◎」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人.の監査を受けている」の「はし、

に「○」した場合には監査証明書を添

付し≦くださ霊L
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の 「
|まい 「

した場合生は、_笙 3表付表2「帳簿組

繊の塗辺上を:證聾し透量してくださし、

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「①」から「◎」)を示したものです。

③



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名

特定非営利活動法人

日本ボランティアコーディネー

ター協会

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 17人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職 名 続柄等 就 任 等 の 状 況

① ⑮ ◎ ① ◎ 申請時 就任・退任

年月日
アカザワ  キヨタカ

赤澤 清孝
理 事 ○ 28年

4月 1日

カラキ  リ エ コ

唐木 理恵子
代表

理事
○ 26年

4月 1日

加留部 貴行
理事 〇 28年

4月 1日

栗木 里栄

(栗木 梨衣)

理 事 ○ 28年
4月 1日

サイトウ  エツコ

斉藤 悦子 理 事 ○
28年
4月 1日

柴田 麻理子

(後藤麻理子)

理事 ○
28年
4月 1日

=シカワ  タグシ

西川  正 理事 ○
28年
4月 1日

ノジリ  キ エ

野尻 紀恵 理事 ○ 28年
4月 1日

ヤ セ  ノボル

早瀬  昇
副代表

理事
○ 26`午

4月 1日

アオヤマ  オフエ

青山 織衣
理事 ○ 30.午

4月 1日

石原 達也 理事 ○
30年
4月 1日

ウエグ  エイジ

上田 英司 理事 ○
Ю 年
4月 1日

オ ′`ラ ソ ウ

小 原

イ チ
副代表

理事
○

30`午

4月 1日



ツツイ  ソ リ コ

筒井 乃り子
理事

○
30年
4月 1日

ヤジヤ  マ リ

矢島 万理
理 事 ○

30年
4月 1日

姿藤 雄夫 監事 ○ 26年
4月 1日

ウチ/ メグ

内野 恵美
監事 ○ 26年

4月 1日

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法 人 名 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト

(ソ リマチ会計王

NPO法人スタイノイ吏用)

ルーズリーフ

1週間毎 7年

振替伝票 手書き単票 随時 7年

仕訳日記帳

会計ソフト

(ソ リマチ会計王

NPO法人スタイル使用)

ルーズリーフ

1週間毎 7年

賃金台帳
エクセノイ吏用
ルーズリヽ一フ

lヶ月毎 7年

棚卸資産表
エクセル使用

ルーズリーフ
1年毎 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(配載|ヨD
「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出剖腑昆|、 「総勘定〕胞 、「経費帳」などのように記載します。

「左の限簿等の形態」欄は、「3枚腹写伝房む、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:■D
がないときは、添付を省略すること力で きます。

第 3表付表 2

に記載した内容に変更



法人名 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 チェッタ欄

4 :事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申喬撃キ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・① 有 ・無 有 征 有 征 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有。① 有 ・無 有 ・ 無 有 鉦 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有。① 有 ・無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

イ

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申言郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して制 |」 の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

(注意事Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葬Э (ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書窺)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

○



法人名 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

0

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において関覧させることに同意する。

※閲覧に関する細員Il悧ブ嘴諷!0等がある場合に|よ その細則 は
'嚇

潰:D等を添付してくださし、

同  意

する しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等IG菌合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が加0万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事巧∋

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に講疵及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営禾:指ξ動法人日本ボランティアコーディネーター協会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月 日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意中0
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、記戦する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ相関

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 征
ヽ

有 征
小 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック村間

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 。① 有 ・無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ 有 征

ヽ

〇 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添イすする必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特定認定特定非営利活動法人が特定認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 ∞諄■1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 国諄¨)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

には 「 の 4
|三関係理道菫県坦壺堕聾国垂型」L塁墾堕菫量を塁量圭」塾塑墜型垂 る控艶韮|口

月望 溢量11と≡上L堕菫立)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特

"鵬

定特定非営利活動法人が特,1認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営禾1括動法人又は当該特夕1思定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無

有

特定非営オ1樫緻促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無
′

´~｀
ヽ

有 ・(無 )

は い ・ いいえ認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

\! \i定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Itt, '.(

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

|まい

添付

書類

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記墜‐■:菱!望:重!日1艶:塑1盤:壁量笠2≧IL生」1埜:墾:望:壁」!量:壁:堕:壁i彗

「その4」 並びに関係都道府県知事及び市区町村長から けた滞納処分に係る納税証明書を添付する と

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

tll., '( いいえ国税に係る重力嗅税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のいずれかに該当する法人

暴力団 ltl,(l,\.i l
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 rru'(ii,'r-

O




